
金沢地方法務局不動産登記部門

住所等の変更登記の申請義務化

北陸地区土地政策推進連携協議会 総会

不動産登記推進
イメージキャラクター
「トウキツネ」

金沢地方法務局

資料１



相続登記がされないこと等により、所有者不明土地（※）が発生

○ 相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ない
○ 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化 ・ 土地を利用したいというニーズも低下
○ 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加

○ 所有者の探索に多大な時間と費用が必要（戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい）
○ 所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い
○ 共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難
⇒ 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害
⇒ 土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生

問題点

広場等としての利用が
困難となっている例
(出典：国交省)

背景

課題

など

高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれ
所有者不明土地問題の
解決は、喫緊の課題

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し第１

※ 所有者不明土地とは・・・

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
相続登記の未了

62％
住所変更登記
の未了 32％

原因

所有者不明土地の割合
(R5国交省調査) 26 %

政府方針
〇 所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針（R６.6.10 関係閣僚会議決定）

「本年４月に施行された相続登記の申請義務化について、…国民各層に行き渡る十分な周知を徹底する…相続土地国庫帰属制度、改正民法に基づく新
たな財産管理制度や遺産分割の見直し等についても、国民各層への十分な周知を徹底するとともに、運用状況を踏まえて必要に応じ対策を講じる。さらに、これ
らによる所有者不明土地の積極的解消を図るために十分な法務局･･･の体制整備や予算の確保に努める。」

〇 骨太の方針2024（R6.6.21 閣議決定）
「相続登記の申請義務化の周知・相談体制強化や地籍調査・法務局地図作成等を含む所有者不明土地等対策注を一体的・総合的に推進する。」
（注）「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」（令和６年６月10日所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議決定）に基づく。



市町村等と連携した周知広報
① 広報用リーフレットの市町村窓口での
配布（死亡届受理時）や固定資産税通知
への同封、市民向け説明会等
② 自治体作成のおくやみハンドブックや
広報誌での相続登記手続・新制度の案内

法定相続情報証明制度
登記官が法定相続人の一覧図を証明する

制度を創設（H29.5.29～）

→Ｒ５年度実績：約２０２万通

登録免許税の免税措置

相続登記の費用負担を軽減する登録免許
税の免税措置をＲ４年度から拡充

→Ｒ５年度実績：約３６万件

❶ 相続登記の促進

長期相続登記等未了土地の解消事業

長期間にわたり相続登記がされていない
土地について、登記官が法定相続人を探索
する制度を創設（H30.11.15～）

→ R6.9.30現在、約３２.２万筆の土地に
ついて、長期相続登記等未了土地の登記と
法定相続人情報（下図）の備付けを完了

❷ 長期相続登記等未了土地への対応

＊表題部所有者不明土地とは･･･

歴史的経緯により、登記簿の表題部所有
者欄の氏名・住所が正常でない土地

表題部所有者不明土地の解消事業等
① 登記官が所有者を探索して、 登記簿に
反映する制度を創設（R1.11.22～）

② 所有者を特定できなかった土地につき、
新たに財産管理制度を創設（R2.11.1～）

→ R6.9.30現在、約４.６万筆の土地につい
て所有者の探索事業を開始

❸ 表題部所有者不明土地への対応

法務局における遺言書の保管制度の
創設

自筆証書遺言に係る遺言書について、遺
言者の申請に基づき、法務局が保管・管理
する制度を創設（R2.7.10～）

→累計実績：約８.３万件（～ R6.9.30）

❹ 遺言書保管制度

隣地所有者の筆界確認がなくとも
分筆登記等を行う仕組みの導入

土地の利用促進のため、土地取引に伴い
必要となる分筆の登記等の円滑化が必要

→ 一定の要件の下、隣地所有者の筆界確
認がなくとも、分筆の登記等を行う仕組
みを導入（R４.10.３～）

❺ 隣地所有者不明土地への対応

財産管理制度に関する特例の創設
地方公共団体の長等に、不在者財産管理

人等の選任申立権を付与（H30.11.15～）

→ 累計実績：５００件（H30.11～R5.12）

所有者不明私道への対応
私道所有者の一部の所在を把握すること

が困難な事案において、必要な補修工事等
の実施に支障が生じているとの指摘

→ 「所有者不明私道への対応ガイドライ
ン（第２版）」を取りまとめて周知

（R4.6公表）

❻ 民法関係の取組

証明書
／通知

筆界
確認書

･･･ 印

登記官の
調査に基づき
登記を実行

不要

表 題 部（土地の表示） 調整 余 白 不動産番号 0000000000000

地図番号 余 白 筆界特定 余 白

所 在 特別区南都町一丁目 余 白

① 地 番 ② 地 目 ③ 地 積 ㎡ 原因及びその日付 〔登記の日付〕

１０１番 宅地 ３００ ００ 不詳
〔平成２０年１０月１４日〕

所 有 者 特別区南都町一丁目１番１号 甲 野 太 郎

例「大字○○」、
「Ａ外○名」など

＊所有者不明土地問題に対する法務省・法務局の取組状況



＊法定相続情報証明制度について



＊長期相続登記等未了土地解消事業の概要



＊表題部所有者不明土地解消事業の概要



次の要件に該当する相続登記については、その申請に必要な登録免許税の免税措置が講じられ
ています（租税特別措置法第８４条の２の３）。※免税期間：令和９年３月３１日まで

① 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記

② 不動産の価額が１００万円以下の土地に係る相続登記

（参考１）令和５年度適用実績：①約１万６千件 ②約３４万件
（参考２）免税措置の適用がない相続登記の申請に必要な登録免許税額は、不動産の価額×千分の四

＊相続登記に係る登録免許税の免税措置（所有者不明土地対策）



＊所有者不明土地問題の解決に向けた民事基本法制の見直し

【両法律の概要】

■民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）

■相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律（令和３年法律第２５号）

所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制を見直し

② 住所等の変更登記の申請義務化
・ 他の公的機関（住基ネット等）から取得

した情報に基づき、登記官が職権的に変更
登記をする方策を併せて導入

① 相続登記の申請義務化
・ 相続人申告登記の創設などの負担軽減

策・環境整備策をパッケージで併せて導入

○ 相続土地国庫帰属制度の創設

相続等により土地の所有権を取得
した者が、法務大臣の承認を受けて、
その土地の所有権を国庫に帰属させ
ることができる制度を創設

土地・建物等の利用に
関する民法の見直し

① 財産管理制度の見直し
・ 所有者不明・管理不全の土地・建物管理

制度等の創設
② 共有制度の見直し
・ 共有者不明の共有物の利用の円滑化
③ 相隣関係規定の見直し
・ ライフラインの設備設置権等の規律の整備
④ 相続制度の見直し
・ 長期間経過後の遺産分割の見直し

(①につき)
令和６年４月１日施行 令和５年４月27日施行令和５年４月１日施行

令和３年４月２１日成立
同月２８日公布

など など

登記がされるようにするための
不動産登記制度の見直し

発生
予防

利用の
円滑化

土地を手放すための
制度の創設

発生
予防

(②につき)
令和８年４月１日施行
（※一部は令和8年2月2日施行）



所有者不明土地の発生予防を目指す「相続登記の申請義務化」の施行まで残り１年となり、新制度の開始に向けた環境整備策や予
定している運用上の取扱い等を明らかにし、国民に新制度の十分な理解と適切な対応を促すことを目的とするもの。

相続登記の申請義務化に向けて進める環境整備

○ 利用者目線で相続登記の申請手続や必要な資料等を案内する冊子（「登記手続ハンドブック」）を法務局ホームページで公開
○ 全国の法務局で、電話・ウェブ会議・対面による相続登記の手続案内の実施や、専門資格者団体と連携した相談先情報の提供

申請義務化の運用方針の決定
○ 国民の自発的登記申請を促しつつ、法務局における運用の透明性・公平性を十分に確保する。省令・通達を早期に定めて公表予定
○ 登記官が申請義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知（過料通知）は行わず、あらかじめ申請義務を負う者に催告
を実施する。催告に応じて相続登記を申請した場合は、過料通知は行わない。

相続登記の
申請義務違
反を把握

登記官 相続人

義務の履行
を催告

正当な理由なく申請を
しなかった場合

過料事件の
通知

要件に該当するか否かを判
断し、過料を科する旨の裁
判をする

（定める手続の内容） 催告に応じて申請をした場合 過料事件の通知はされない

○ 「正当な理由」が認められる類型を明示。これらに該当しない場合でも、登記官が個別事情を丁寧に確認して、判断する。
①相続人が極めて多数に上る場合 ②遺言の有効性等が争われる場合 ③重病等である場合 ④ＤＶ被害者等である場合 ⑤経済的に困窮している場合

＜相続登記の申請義務化（令和３年不動産登記法改正で規定された新しいルール）の内容 【令和６年４月１日施行】＞
○ 相続で不動産を取得した相続人に対し、取得を知った日から３年以内に、相続登記の申請を義務付ける。正当な理由がないのにそ

の申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象。施行日前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象（猶予期間あり）。
○ 相続人が申請義務を簡易に履行できるよう、負担の軽い新たな手続（相続人申告登記）を創設する。

相続登記の申請義務化に向けた周知・広報

・書面による方法に加え、負担の軽いオンラインによる方法を認める。単純な相続の事案では、ウェブ上で申出を完結することができるものにしていく。
・申出に必要となる添付情報として、戸籍関係を必要とする範囲を限定する。提供の負担を軽減する方策（添付省略等）の導入も、併せて検討していく。

○ 相続登記が放置されやすい価額100万円以下の土地に係る相続登記等について、登録免許税の免税措置を実施中（令和４年
４月１日～令和７年３月３１日）

○ 相続人申告登記の申出手続は、相続人本人も申出が可能となるよう、相続登記の申請手続と比較して、簡略化したものとする。

＊相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン（概要）

○ 住民に身近な自治体、専門資格者団体、福祉・経済団体等と連携し、一段ときめ細やかな幅広い周知・広報を、政府を挙げて実施



所有者不明土地の発生を予防する方策

【現状】
現在は、住所等変更登記は義務では

ない
自然人・法人を問わず、転居・本店移

転等のたびに登記するのには負担を感じ、
放置されがちである

※ 都市部では所有者不明土地の主な原因との
調査結果もある

住所等変更未登記への対応

➊

➊ 登記申請の際等に、氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」の申出を行う

❷ 登記官が、検索用情報等を用いて住民基本台帳ネットワークシステムに対して照会し、
所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得する

❸ 登記官が、取得した情報に基づき、登記名義人に住所等の変更の登記をすることに
ついて確認をとった上で、職権で変更の登記をする（非課税）

❷
❸

○ 所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から２年以内にその変更
登記の申請をすることを義務付ける（正当な理由のない申請漏れには過料の
罰則あり）

❷

❸

➊

不動産登記
システム

不動産登記
システム

➊ 法人が所有権の登記名義人となっている不動産について、会社法人等番号を登記事項
に追加する

❷ 商業・法人登記システムから不動産登記システムに対し、名称や住所を変更した法人の
情報を通知する

❸ 取得した情報に基づき、登記官が職権で変更の登記をする（非課税）

自然人の場合

法人の場合

スマート変更登記でらくらく安心！

住民基本
台帳ネットワーク

システム

商業・
法人登記
システム

不動産登記法の改正

R8.4.1施行

※施行前の住所等の変更でも、未登記であれば、義務化の対象（２年間の猶予期間あり）

住所等変更登記の申請を義務化

R7.4.21先行施行

R6.4.1先行施行

○ 国民向けに運用方針を明らかにした「住所等変更登記の義務化の施行に
向けたマスタープラン」を令和７年３月に公表

○ かんたん・無料のスマート変更登記の手続をしておけば、住所等の変更があ
るたびに登記申請をしなくても、登記官の職権で住所等変更登記がされる



＊住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン（概要）







＊所有者不明土地関連法の周知広報の取組について



＊相続登記の義務化特設ページ

相続登記義務化
専用の法務省
ホームページを
開設しています！



＊住所等変更登記の義務化特設ページ

住所等変更登記の義務化
専用の法務省
ホームページを
開設しています！


